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(論文内容の要 旨)

本研究 は、清朝 による国家形成 の基盤 となった八旗制度について、経済的 ・行政的 ・

軍事的 ・政治的側面か ら分析 し、その基本的性格 と歴史的位置づ けを論 じたものであ

る。

序章 「連旗制論批判」は、従来の学説 に対す る批判 と本研究 の指針 を述べる。八旗

制度 については、1936年 に発表 された孟森 による理解 が今 日に至 るまで通説 となって

いる。それによれば、八旗 は和碩貝勒(ホ シ ョイベイ レ)と呼ばれ る諸王 によって分有 さ

れてお り、旗 を領有す る王 らはその属人 と主従関係 を結んで、半 ば独立 した組織 を形

成 し、分権的な連合政権 をなしていた とい う。孟森は八旗制 に関す るこのよ うな理解

に基づ き、ヌルハチによって建 てられた満洲 の国家体制 を 「連邦制」 に比すべ き 「連

旗制」 と表現 した。

八旗制度 に関す るこうした理解 は、その後 の主要な研究 に受け継 がれ てきたが、そ

の実証的根拠は薄弱であ り、矛盾す る事実の指摘 さえすでになされている。本研究は、

この 「連旗制」的理解 を批判的に再検討 し、八旗 は封建的 ・分権的体制 の表われでは

な く、む しろ中央集権的体制の下 に集 中管理 され る性格のものであった と理解すべ き

ことを論 じる。そのために、序章ではまず従来の通説 で根拠 とされてきた論点がいず

れ も成 り立たないことを論証 し、なぜそのよ うな説が長 らく受け入れ られてきたかを

述べて、 この問題 を再検討す る必要性 を示す。

第一章 「経済的背景」は、八旗制度成立の経済的背景 を述べる。ヌルハチが即位 し

た当時のマ ンジュ国は、明、朝鮮、内モ ンゴル最大勢力のチ ャハル とい う敵対勢力 に

囲まれ、それ らに軍事的 に対抗 しつつ、領域 内で 自給 自足す ることを余儀な くされて

いた。従 って、生産力 と軍事力 を確保す るために人 口を増加 させ ることと、その人 口

を支 えるための食糧 を確保す ることが、政権 の最大の課題 であった。その 目的 に資す

るため、ヌルハチは勢力拡大 とともに被征服民 を領 内に強制移住 させてきた。その政

策は女真統一 までは有効であったが、遼東 占領後 のさらに大規模な強制移住政策 は、

深刻 な食糧不足 と社会不安 をもたらし、漢人住民 の大量殺鐵に至 る失敗 に終 った。

しか し、次代のホンタイジも、基本 的にはヌルハチの方針 を継承せ ざるを得ず、外

征による人 口 ・財貨 ・食糧 の獲得 によって辛 うじて領域内の経済 を成 り立たせてい っ

た。 この状況 は、1644年 の清朝入関に至るまで改善の見通 しが立たないものであった。

こうした経済状況 が、八旗 の財政基盤形成 を規定す ることになった。

第二章 「財政構造」 は、前章 を踏 まえて八旗制下 における財物 ・労力 の収取関係 に
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ついて述べる。入関前のマンジュ国 清朝では、ハ ンや諸王か ら一般の民 に至るまで、

基本的 に農業 ・牧畜 を中心 とす る自家経営 によって生計 を立てていた。ハ ンや諸王 ・

大臣は経済的特権 を有 していたものの、一般 の民 からの財物徴収 はな く、労役の使用

もごく限 られ たものであった。ハ ンを含む支配層 の家計は、一般の民 に対する収奪 に

よって成 り立 っていなかったのである。また、官人 に対する給付 は国家 からなされ、

貧者 に対す る一時的な援助 を除いて諸王が属下の者 を扶養す ることもなかったため、

一般 の官民が諸王に経済的に依存す ることもなかった。いかなる形 にせ よ、階層的な

収取関係 は成 り立っていなかったのである。

国家の財政運営は、ハ ンと諸王 ・大臣が運営す る中央政府 によって一律 に行なわれ、

政府 の下にはハ ン以下すべての家計 から独立 した 「公」の財政収支 が存在 した。ただ

し、 「公」の財政 はあ らゆる国家的業務 を賄 うには足 りず、政府 の命令で業務 自体 を国

内の富裕層 に代行 させ ることも行なわれ た。国家 の経済基盤が薄弱であったため、経

済的に余裕のある者はみな重い負担 を免れず、だからこそ利益 と負担の分配 は公平で

あることを要求 された。そ うした公平 さを保証す るのが 「八家均分」の原則 であ り、

この原則 に基づ く配分 の制度は、ヌルハチ時代か ら政策的に設定 ・発展 させ られてい

た。八旗制度 も財政的側面 においては、その一環 をなすのである。

第三章 「ニルの構成 と運営」 は、八旗 の基層組織 をなすニル の構成 と行政運営につ

いて述べ、行政組織 としての八旗 の性格 を明 らかにす る。八旗 の行政運営は、専 らニ

ル を単位 として行 なわれた。ニルの大部分は一般官民 か ら成 る 「外ニル」であるが、

ハ ンや諸王 ・宗室で形成す る 「八家」所属 の人か ら成 る 「家 のニル(ボ ーイニル)」 も

あ り、両者は組織 としての系統 を全 く異にした。外ニル を管理す る官人 は、国家の要

す る物資 ・労力、 とりわ け兵役 ・労役 に供す るべき労力の徴収を主たる任務 とし、一

方でそのニル が疲弊 しないよ う注意す ることも義務づけ られていた。彼 らはニル の運

営に厳 しい水準 を課 されなが らも、私益追求につなが りかねない権 限は制限 されてい

た。 「家のニル」に属す る人々は、基本的に八家の家計のために働 き、八家の運営に任

されていた。 だが、八家 をなす諸王や有力な宗室 といえ ども、家のニル所属 の者 に対

して無制限な権力行使 は許 されず、国法 による一定の規制を受 けていた。マンジュ国

清朝 の政府は、公的業務の遂行 と民生の安定 とをニル における調整 に委ねなが ら、国

家に とって必要以上の権力関係 が生 じることがない よ う、厳 しく規制 していた。

第 四章 「軍事的背景 と戦略」 は、八旗制度成立 の軍事的背景 について述べる。入関

前のマ ンジュ国 清朝 は、朝鮮やチャハル とも敵対 していたが、領域内での経済を成

り立 たせ てい く必要上、明への継続的侵攻が不可欠であった。ヌルハチの遼東征服ま

では、時間的 ・地理的に限 られ た軍事行動 を繰 り返 してお り、領土防衛や遠征軍への

補給 の必要 もなかったので、用兵は比較的容易であった。だが、遼東征服後 は辺境防

衛に兵力 を割 かれ、中国本土へ の入 口となる山海 関方面への進 出を阻まれて しまった

ため、一時は苦境 に陥った。内モンゴル を経 由して華北に侵入する方法が突破 口になっ
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たものの、この方法では侵入 しても拠点 を築 くことはできず、一過性の掠奪行に止まっ

た。国家 の安定的存立 のためには明に対 して決定 的勝利 を得 る必要があったが、その

ためには厚い防備 を誇 る山海関を突破 しなければならなかった。

ホンタイジは限 りある兵力で これを実現す るため、華北侵入 による短期的利益 で領

域内経済 と兵民の士気 を維持 しつつ、時間 と労力 をかけて山海 関方面へ攻め進む方針

を採 った。 このような軍事的背景 と戦略方針 が、八旗 の軍事的組織 と運用 を規定す る

ことになる。

第五章 「軍隊の編制 と指揮 ・管理」は、八旗の軍隊の編制 と指揮 ・管理 について述

べ る。八旗 の軍隊は各ニルか ら召集 され、兵種 に分 けて編制 された。戦時 には兵種 ご

とに各ニルか ら均等に兵 を出して、新たな隊を編制 した。 これ らの隊が状況 に応 じて

組み合わ され た り、 さらに一部 を抽 出されて別の隊が編制 された りして、ニルや旗 を

横断 して兵 を集 めた様 々な規模 と性格 をもつ部隊が作 られた。 こうした臨時編制 の隊

やそれ を合わせた部隊を率い る指揮官は、出征 している諸王 ・大 臣の誰 もが担当す る

可能性 もあった。このよ うな編制 においても混乱な く戦 えるよ う、軍規 の適用 と賞罰

の基準は厳格 であった。規律 に縛 られ る対象 は諸王 にも及び、軍 を構成す る総員 が厳

しい中央統制 の下で戦 うことを強い られ た。

マンジュ国 清朝は、限 られ た兵力 によって大 国を相手 に戦争 を継続 してい く必要

があったため、持 てる兵力 を最大限に効率的に利用 しなければな らなかった。彼 らの

軍隊の編制 と徹底 した管理体制 は、そ うした 目的のために有効 なものであった。

第六章 「政治構造 とエー トス」は、八旗制下の国家 の政治構造 とそれ を支 えたエー

トスについて述べる。マ ンジュ国一清朝 は分裂 と内紛 を最 も催れ、国政上の重要事項

はハ ンと一部特権的な諸王 の合議 によって決 めるとい う政治体制 を立てた。従来、 こ

の体制は諸王 による分権的な統治体制の表われ と見 られてきたが、何事 も合議 によっ

て決定 し、ハ ンであれ諸王であれ合議の結果 に逆 らうことができない とい う点か らす

れば、合議 による中央集権的な体制 とみなす ことができる。 しかも実際上、 この合議

はハ ンの意向に沿 って決定 を下す傾 向が強 く、諸王は政治的 にハ ンを牽制するのでな

く、ハ ンを支 える役割 を果 たした。一般官民 に とっては、ハ ンと執政諸王 による政府

は君主たるハ ンによって体現 され、国家への忠誠 は即 ちハ ンへの忠誠 として捉 えられ

た。 この体制 は効率的に機能 し、国家が置かれた困難 な状況 と、個 々の王の私的な不

利益 にもかかわ らず、政治的安定 を維持す ることができた。

こうした体制が うま く機能 した理 由 として、一つ には諸王が独 自の政治的基盤 をも

ち得ず、分裂 ・対立が起 り難かったこ とがある。だが、 よ り積極的な理 由としては、

諸王か ら一般 の民 に至るまで、分裂 の元 となる党派的な動 きを排斥 し、団結 を保 って

い こうとす る政治意識があった ことが指摘できる。

第七章 「新 しい秩序 の創 出」 は、全体 のま とめ として、東アジア史上 における八旗

制度成立の意義 について述べ る。17世 紀初頭の女真 満洲人社会は、国家を形成す る
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上で効力 をもつ政治的 ・社会的伝統 が稀薄であった。旧来 の首長層 は既得権 の維持 を

要求で きるだけの権威 も実力 も有 してお らず、ヌルハチのマ ンジュ国は新 しい秩序 を

一か ら構築 してい くことが可能 であった。国家 を存続 ・発展 させてい くために、ハ ン

か ら一般 の官民 に至 る全構成員 は、国家 のために 「功」 を上 げることが一種 の義務 と

みなされ、 「功」に従って地位 を確保す ることができた。彼 らが取るべき行動の基準は、

具体的な 「法度」 によって明確 に示 され、違反す る者 は厳 し く処断 され た。

こうした単純明快な指針 は、創設 され て間もない国家 に秩序 と方 向性 を与え、マ ン

ジュ国一清朝 の発展の原動力 となった。同時にこの指針は、隣接す る大勢力 であった

明やモ ンゴル の統治において も有効 であった。当時、明 とモ ンゴル は、 ともに国内の

秩序 を維持 し、政治的統合 を保 ってい くだけの統治機能が成 り立たな くなっていた。

清朝がもたらした新 しい秩序は、これ らの地域の統治機構 を再生 させ ることに役立ち、

17世 紀 における清朝の東 アジア制覇 を支 えるもの となった。

以上の論述 によ り、八旗制度 は限 られ た物資 と労力 を最大限に効率的に活用するた

め、集権的政治体制の下、強力 な中央管理 によって運営 され る性格 をもっていた こと

が明 らかにされてい る。それは弱小勢力 であった女真 満洲人 の国家が存続 してい く

ため、必要 に迫 られて創出 され たものであったが、結果的にその原理 は東アジア世界

を再編す るもの となった、 と結論づける。
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(論文審査の結果 の要旨)

本論文 は八旗制度についての通説的理解 を根底 から覆す とともに、 これ に替わる新

しい歴史像 を打ち出した画期的な論考である。八旗制度は満洲族が国家建設を進 める

にあたって中核 となった制度であった。従ってこれまで、 これにかかわる研究は数多

くな され てきたが、本論文 はこれ ら先行研究 をいずれ も論拠がない として痛烈 に批判

し去 ってい る。以下では本論文 において、 どのような点で これまでの研究が批判 され

ているのか、 これ に替わって どのような新 しい見解 を提示 してい るのか、そのい くつ

かのポイン トを指摘 しなが ら述べ るこ とにしよ う。

八旗制度についての通説が形づ くられ るに至ったのは、1930年 代 に中国の孟森 が「連

旗制」 とい う概念 でこれ を理解 したのに遡 る。孟森は、八旗制 とは旗 と呼ぶ八つの集

団および これ に属す る土地が宗室の諸王に分封 されたのを基礎 とし、各旗が独立性の

強い組織をなしてハンすなわち皇帝の下に統合 されたものとした。旗 を領する王は各々

旗を背景 として相拮抗する実力 を持ち、ハ ンといえども旗主たる王の一人 に過ぎなかっ

たため、ハ ンの権力は超越的なものではなかった、す なわちマ ンジュ国そして金 国を

立てたヌルハチか ら大清国を立てたホンタイジに至るまでの政権 は連合政権であった、

と理解 したのである。 この種の理解 は中国及び 日本の学界 で基本的に踏襲 され続 け、

個々の問題 についてよ り精緻な解 明がな されたものの、大枠の考 え方では変わってい

ない と言 っても過言ではない。

これ に対 して論者が示 した見解 を一言 で言 えば、八旗制度 とはこのよ うな分権的な

ものではな く、一貫 して集権的体制 をなす ものであった とす るにある。論者 がまず強

調す るのは、ヌルハチが即位 した当時のマ ンジュ国は、明、朝鮮、内モンゴル最大勢

力のチ ャハル とい う敵対勢力 に囲まれていたから、それ らに軍事的に対抗 してゆ くた

めには諸王たちによる独立 した、それ故 に非効率 な財政運営や分散的な軍隊編成 を と

る余力がなかった とい うこと、ホンタイジの時代 もこれ とほ とん ど同じであった とい

うことである(第 一章)。 また 「八家均分」とは、従来強調 されてきたよ うな八家に同

等の経済的特権 を賦与 したもの とのみは評価 できず、むしろ経済的に余裕のある者が

重い負担 を引き受 けることによ り、利益 と負担の公平 さを保証す る制度 であった とす

る(第 二章)。

ニルは八旗 の基層組織であるから、 これまでも多 くの研究が重ね られ てきた。 とこ

ろが従来 ニル はハ ンや諸王 の家 臣団のごとく見な され てきた。 これに対 して論者 は、

「家 のニル(ボ ーイニル)」に対 してす ら、諸王や有力 な宗室であっても無制限な権力

行使 は許 されず、国法 による一定の規制 を受 けていた とし、ま してや 「外ニル(一 般

のニル)」の者 に対 しては、諸王は裁判権 を持 たず、世襲的にこれ を管理す るニル官で

す ら裁判権 を持たなかった し、彼 らを支配す ることによっては、特別 に大 きな実質的

利益が生 まれ なかった とす る(第 三章)。 すなわち諸王 と外 ニル の者 との間に、従来想

定 されてきたような排他的な主従 関係あるいは隷属関係があったことを証明できない、
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とす るのである。

またこれまで、マ ンジュ国か ら大清国に至るまで、諸王が国政上 の重要事項 につい

てハ ンと合議 して決めていたことをもって、それ が連合政権であった証 である と理解

されて きたが、論者はむ しろこれはハ ンか ら諸王に至るまで国家 は常 に存亡の危機 に

立た され ていたか ら、彼 らが分裂 を何 よ りも恐れ ていたことの表れであって、合議の

場では諸王がハ ンを牽制す ることはなかった、 とす る。ハ ンの意向に沿 って決定が下

され ることが多いのであるか ら、それは合議 による中央集権的な体制 とみなす ことが

できるとす るのである。一般官民 にとってもまた、諸王への忠誠心 よりハ ンへのそれ

が優越 していた と見 る(第六章)。 さらにこの ような国家建設がなされ るに際 して、そ

れが氏族社会や部族社会の延長 として生 まれた とす る考 え方や、モ ンゴルな ど北方遊

牧民族の影響 のもとになされた とす る従来の考 え方 を強 く斥 け、ヌルハチは 「例 のな

い例 を彼の心で作 った」とい う当時の書記官の記録 をあえて引用 している。論者 がエー

トス とい う言葉 を用い、国家建設 にあって精神が果た した役割 を強調 しす ぎるほ ど強

調す るのは、 このためである。

以上述べたよ うに、本論文は これまで学界 の通念 として長 く常識的な こととされて

いた ことが、いずれ も根拠 のない ものであることを明示 しつつ、 これ に替わって新 し

い歴史像 を提示 したものであって、読者 に とっては爽快そのものであ り、かつ学界 に

対す るイ ンパ ク トはす こぶる大 きい。2005年 に論者が本論文序章 に相 当する部分 を公

表す るや、八旗制度はもともと中央集権的なものであった とするその議論はただちに

大 きな注 目を集 めた。また さらに本論文 の各章 にあたる ところを次々に公表 していっ

たのに対 し、 これ また毎年 のごとく問題作であるとして取 り挙 げ られながら、現在の

ところ多少の批判 が出 されている程度であって、本格的な批判 はまだ現れていない。

本論文は今後、あま りに明快 に述べ られ た論点のい くつかについては批判が加 えられ

るであろうし、満洲族が中国本土 を支配 して以後 の八旗制度 についても、論 を進 める

必要があろ うが、ここに見 られ る議論はその大枠 において、世界の学界 で必ずや承認

され るに至 るであろ う。 さらに言 えば本論文 は、新 しい国家の建設 とい う大問題 につ

いて、満文史料 とい う内側 か ら記 した記録 を含 め、16世 紀後半以降 とい う史料情況が

ゆたかな時代 のそれ として論 じたものであるから、たんに清朝史や 中国史あるいは東

アジア史研究 とい う狭い分野で影響 を与 えるだけでな く、歴史学全体 に影響 を与える

可能性 を持っているし、社会学 における集団論の ような分野 にも影響 を与 える可能性

を秘 めてい る。

以上審査 した ところによ り、本論文は博士(文 学)の 論文 として価値 あるもの と認

められる。なお、2013年2.月20日 、調査委員三名が論文内容 とそれに関連 した事柄 に

ついて 口頭試 問をお こなった結果、合格 と認めた。
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